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平成２５年（厚）第１４５０号

平成２５年（厚）第１４６０号

平成２５年（厚）第１４７０号

平成２６年７月３１日

主文

厚生労働大臣が、平成○年○月○日付で、

各請求人に対してした後記第２記載の原処分

をいずれも取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人Ａ（以下 ｢ Ａ ｣ という。）、

同Ｂ（以下「Ｂ」という。）及び同Ｃ（以

下 ｢ Ｃ ｣ といい、Ａ及びＢと併せて「請

求人ら」という。）の再審査請求の趣旨は、

いずれも厚生年金保険法（以下「厚年法」

という。）による遺族厚生年金及び国民年

金法（以下「国年法」という。）による遺

族基礎年金（以下、併せて「遺族給付」と

いう。）の支給を求めるということである。

第２　事案の概要

１　本件再審査請求に至る経緯

一件記録によると、請求人らが本件再

審査請求をするに至る経緯として、次の

各事実が認められる。

（1）　請求人らは、父Ｄ（以下「亡Ｄ」

という。）、母Ｅ（以下「Ｅ」という。）

夫婦の間に生まれた子である。

（2）　亡Ｄは、厚生年金保険の被保険者

であったが、平成○年○月○日を喪失

日として、被保険者資格を喪失し、そ

の後、同○年○月○日（被保険者期間

中）を初診日とする非代償性肝硬変・

肝不全（初診日における傷病名は黄疸・

血尿。）の療養中に、初診日から５年

を経過する日前である同○年○月○日

に、肝不全により死亡した。

（3）　請求人らは、亡Ｄの子であるとし

て、それぞれ、平成○年○月○日（受

付）、厚生労働大臣に対し、遺族給付

の裁定を請求した。厚生労働大臣は、

同○年○月○日付で、請求人らに対し、

いずれも「国民年金法第３７条の２第

１項・厚生年金保険法第５９条第１項

に該当しないため。請求者が死亡者に

よって生計を維持されていたものと認

められないため。」という理由で、請

求人らに遺族給付を支給しない旨の各

処分（以下、併せて「原処分」という。）

をした。

（4）　請求人らは、原処分を不服として、

それぞれ、平成○年○月○日、○○厚

生局社会保険審査官（以下 ｢審査官 ｣

という。）に対する審査請求をするも、

６０日経過しても審査官の決定がない

として平成○年○月○日（受付）、当

審査会に対し、再審査請求をした。な

お、その後同年○月○日付で、審査官

による各審査請求を棄却する旨の決定

がなされている。

２　争点

（1）　厚生年金保険の被保険者であった

者が、被保険者の資格を喪失した後に、

被保険者であった間に初診日がある傷

病により当該初診日から起算して５年

を経過する日前に死亡（以下 ｢初診日

から５年以内の死亡 ｣ という。）した

場合、その者の遺族に遺族厚生年金が

支給されるが、その遺族がその者の

子（１８歳到達後の最初の３月３１日

までの子。以下同じ。）である場合に

は、その者の死亡の当時その者によっ

て生計を維持していた者として、①そ

の者と生計を同じくし、かつ、②年額

８５０万円以上の収入を将来にわたっ

て有すると認められる者以外の者（以

下、②の要件を「収入要件」という。）

でなければならないとされている（厚

年法第５８条第１項第２号、第５９条

第１項、第４項、同法施行令第３条の

１０及び ｢ 生計維持関係等の認定基

準及び認定の取扱いについて ｣（平成

２３年３月２３日年発０３２３第１号

厚生労働省年金局長通知。以下 ｢認定

基準 ｣という。））。

（2）　国民年金の被保険者が死亡した場

合、その者の妻又は子に遺族基礎年金

が支給されるが、その遺族基礎年金を
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受けることのできる子である場合に

は、その者の死亡の当時その者によっ

て生計を維持していた者として、そ

の者と生計を同じくし、かつ、年額

８５０万円以上の収入を将来にわたっ

て有すると認められる者以外の者（以

下、この要件を「収入要件」という。）

でなければならないとされている（国

年法第３７条第１項第１号、第３７条

の２第１項、第３項、同法施行令第６

条の４及び上記認定基準）。

（3）　上記 (1) 及び (2) に該当するため

には、死亡した被保険者につき、死亡

日の前日において、死亡日の属する月

の前々月までに、国民年金の被保険者

期間があり、かつ、当該被保険者期間

に係る保険料納付済期間と保険料免除

期間とを合算した期間が当該被保険者

期間の３分の２以上でなければならな

い（以下、保険料に関する要件を「保

険料納付要件」という。）ところ、本

件の場合、保険料納付要件を満たして

いること及び「初診日から５年以内の

死亡」に該当することについては、当

事者間の争いはないのであるから、本

件の争点は、上記 (1) 及び (2) の法令

等の規定に照らして、請求人らが、亡

Ｄの死亡に係る遺族給付を受給するこ

とができる子に該当しないと認められ

るか、否かである。

第３　当審査会の判断

１　「略」

２　以上に基づいて、本件の問題点につい

て検討し、判断する。

（1）　上記認定基準によれば、遺族給付

の受給権者に係る生計維持関係の認定

について、生計維持認定対象者が死亡

した者の子であり、収入要件を満たし

ているとき、住所が死亡者と住民票上

異なっている場合に死亡者による生計

維持関係が認められるためには、次の

いずれかに該当する必要があるとして

いる。

ア　現に起居を共にし、かつ、消費生

活上の家計を一つにしていると認め

られるとき

イ　単身赴任、就学又は病気療養等の

止むを得ない事情により住所が住民

票上異なっているが、次のような事

実が認められ、その事情が消滅した

ときは、起居を共にし、消費生活上

の家計を一つにすると認められると

き

( ｱ )　生活費、療養費等の経済的な

援助が行われていること

( ｲ )　定期的に音信、訪問が行われ

ていること

（2）　上記のような基準は、一般的・基

本的なものとしては相当と解されるの

で、本件をこれに照らしてみると、上

記 1で認定した事実により、請求人ら

は、義務教育の学齢にある者であるか

ら収入要件を満たしているものの、前

記 (1) のアに該当しないことは明らか

であるので、前記 (1) のイに該当する

ものと認められるかどうかが問題とな

る。

Ｅは、飲酒時の亡Ｄの暴力、暴言

のためノイローゼ状態となり、突発的

に家を出て、平成○年○月○日付で、

請求人らと共に住所地を○○の住居に

移しているが、一時別居を提案したＥ

に対し、亡Ｄは、同月○日○万円を引

き出し、そのお金を引越にかかるから

とＥに持たせた。同月○日、亡Ｄは、

請求人らの「全期間払込生存保険金付

１８歳満期学資保険」を解約して約○

万円余を得たが、その一部○万円を、

同月○日に、生活費教育費に使ってほ

しいと請求人らが飼っていたカメや文

房具などといっしょに、請求人らが通

う学校を探しあてて持って行った。ま

た、同年○月○日、当時亡Ｄは入院し、

傷病手当金を受給していたが、Ｅが引

き出した○万円を、亡Ｄは生活費や請

求人らの教育費にかかるからとＥに手

渡した。

音信・訪問についても、請求人ら

とＥが共用で使っていた携帯に、ほぼ

毎日、亡Ｄから電話があり、その携帯

388



－ 379 －

電話代も亡Ｄが払い、請求人ら及びＥ

が自宅や亡Ｄが入院する病院へ行く度

に、亡Ｄが交通費を出し、また、公共

料金の支払いや家の支払いも月に一

度、亡Ｄの資金から支払っていた。こ

のような生活状況の中で、Ｅは、ＤＶ

の状態が改善されたら将来夫婦として

また一緒に生活していこうと考えてい

たことが認められる。これらを総合し

て見ると、請求人ら及びＥと亡Ｄの別

居は、ＤＶを契機として、夫婦和合を

図るために冷却期間をおくためのもの

であり、一方においては、亡Ｄの病気

療養のための別居とみることもでき、

別居後においても、経済的援助のみな

らず、請求人らが通う学校を探し当て、

請求人らが飼っていたカメを、亡Ｄが

持ってきたり、ほぼ毎日請求人らの携

帯電話に亡Ｄから電話が入るなど、家

族の信頼と愛情を窺わせる交流が認め

られ、認定基準イでいう「その事情が

消滅したときは、起居を共にし、消費

生活上の家計を一つにすると認められ

るとき」に該当するとみることができ、

生計維持関係にあったと認められる。

（3）　そうすると、請求人らは亡Ｄによっ

て生計を維持していたものであるか

ら、同人の死亡による遺族給付の受給

権を有することになる。よって、請求

人らに対し遺族給付を支給しないとし

た原処分は妥当でなく、これを取り消

すべきである。

以上の理由により、主文のとおり裁決する。
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